
令和６年１月１日「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、その基本理念
のひとつに「認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービスおよび福祉
サービスが切れ目なく提供される」ということが明記されています。そこで今回は、若年性認知症
当事者である西東京市在住の藤島岳彦さん（58歳）に医療への思いをご寄稿いただきました。

活 動 報 告
8月25日家族介護教室「認知症のお薬の話」
9月 1日西東京市認知症支援者事例検討会
9月11日認知症初期集中支援部会
10月20日看護師認知症対応力向上研修Ⅰ
10月27日家族介護教室「生活リズムを整えよう/認知症予防につながる運動」
11月22日全体研修会「認知症の行動・心理症状について」
12月20日かかりつけ医認知症研修（東村山市）
12月22日家族介護教室「大切な権利について考えよう」
1月24日かかりつけ医認知症研修（小平市）
2月16日家族介護教室「体の力を高めよう」
2月28日認知症医療・介護連携協議会
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